
 

令和７ 年１ ０ 月１ 日 

 

 

報告事項 

 

 

 

 

２ ． 佐倉都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針原案の作成について  
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印旛広域都市圏 

 

 

都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針 

 

 

印西都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針 

成田都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針 

佐倉都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針 

四街道都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針 

下総大栄都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針 

八街都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

千 葉 県 
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印旛広域都市圏 都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針の変更 

 

都市計画都市計画区域の整備、 開発及び保全の方針を次のよ う に変更する 。  
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§１  広域都市圏の都市づく り の目標 

１  本県の都市づく り の基本理念 

（ １ ） 基本理念 

こ れま で本県では、人口の増加と 産業の発展に伴う 市街化の圧力に対し 、都市計

画によ る 土地利用の整序や計画的な道路・ 公園・ 下水道等の都市基盤施設の整備に

よ る 市街地開発を推進する こ と で、産業や居住、レ ク リ エーショ ン等の都市機能を

適切に誘導し 、 地域の発展に資する ま ちづく り を進めてき た。  

し かし ながら 、人口については、令和 2 年をピ ーク に総人口が年々減少する と と

も に急速な少子高齢化の進展が見込ま れ、 社会イ ン フラ の維持が課題と なる こ と

が想定さ れる 一方、産業については、企業立地の受け皿と なる 産業用地は不足し て

いる 状況と なっている など、 都市計画は、 大き な転換期を迎えている 。  

ま た、 頻発化・ 激甚化する 風水害・ 土砂災害や大規模地震、 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ の推進、 新

型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の感染拡大を契機と し た新たなラ イ フ ス タ イ ルへの対応

が必要と なっている 。  

さ ら に、 県民の生活圏、 経済活動の拡大や、 高速道路網、 成田空港、 港湾などの

社会イ ンフ ラ が充実する など 、 大き く 変化し ている 社会経済情勢に対応し ていく

ためには、都市計画においても 、市町村の枠を超えた広域的な視点が求めら れてい

る 。  

こ のため、 今後の都市づく り においては、 下記の基本理念に基づき 、 農林漁業と

の健全な調和を図り つつ、 頻発化・ 激甚化する 自然災害にも 対応し 、 居住と 都市機

能の合理的な土地利用の規制・ 誘導と 産業の受け皿の効率的な創出を目指すも の

と する 。  

 

①広域的な視点に立ったマス タ ープラ ンの策定 

生活圏、経済活動の拡大への対応や、広域幹線道路、公共交通などの社会イ ンフ

ラ の効果的な活用を 目指し 、 市町村の枠を超えた広域的なマス タ ープラ ンによ り

拠点やネッ ト ワ ーク を位置付け、 合理的な土地利用の規制・ 誘導を図る 。  

 

②人口減少に対応し たコ ンパク ト で効率的な都市構造への転換 

人口減少にも 対応でき る 持続可能な都市経営・ 環境負荷の低減を目指し 、公共交

通等と 連携し たコ ンパク ト な都市構造を構築する 。  

 

③社会イ ンフ ラ 等を活用し た多様な産業の受け皿の創出によ る 地域振興 

成田空港の拡張事業や広域幹線道路の整備進展等によ る 社会イ ンフ ラ の整備効

果の最大化を目指し 、農林漁業と の調和や土地の合理的な規制・ 誘導を踏ま えた産

業の受け皿づく り や、鉄道駅周辺など の中心市街地等への新たな業務・ 研究機能の

誘導によ り 、 地域の振興を図る 。  

 

④頻発化・ 激甚化する 自然災害への対応 

頻発化・ 激甚化する 自然災害に対応する ため、災害に強い安全な都市づく り に向

けた土地利用の規制・ 誘導や市街地整備を図る 。  

 

⑤自然的環境の保全と 質の高い生活環境の整備 

森林・ 農地・ 公園等は、良好な自然的環境や景観の形成のみなら ず、防災・ 減災、
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カーボンニュ ート ラ ルの実現、 ウ ォ ーカブルな生活環境の形成など 多面的な機能

を有する こ と から 、 その整備・ 保全と 活用を図る 。  

 

⑥世界をリ ード する 空港都市圏の形成 

日本から 世界への玄関口であり 、 日本最大の貿易港でも ある 成田空港の周辺地

域においては、 空港から 至近の高アク セス 性や立地のポテン シャ ルを最大限に生

かし 、空港を核と し た国際的な産業拠点の形成や、空港と 周辺地域が有機的に連携

し た産業・ 居住・ 観光拠点の形成を図る 。  

ま た、「 成田空港『 エアポート シティ 』 構想」（ 以下「 エアポート シティ 構想」 と

いう 。） に基づく 、 5 つのエリ アゾーンを中心と し て、 地域の特色を生かし たま ち

づく り を進め、 それら が連動し て世界をリ ード する 空港都市圏の形成を目指す。  

 

 
図 エアポート シティ 構想における ゾーニング  
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エ
ア
ポ
ー
ト 

エ
リ
ア 

新し い成田空港を 中心と する  

エアポート シティ のコ ア 

空港至近の立地特性を 生かし 、国際産業・ 物流拠点

と し て整備。 高ア ク セス 性を 武器に、 先端産業・  

人材・ 研究機関の集積を進める 。  

 

リ
バ
ー
サ
イ
ド 

エ
リ
ア 

歴史的な水運文化と 醸造文化を

生かし た産業・ 生活拠点 

佐原の町並み、 香取神宮、水辺の風景、 醸造文化な

ど の歴史的な地域資源を生かし 、 観光・ 交流・ 農業

が共存する エリ アを 実現。  

 

ナ
チ
ュ
ラ
ル
ラ
イ
フ 

エ
リ
ア 

自然と 調和し たエコ ロ ジカルな 

暮ら し を 実現する 生活拠点 

豊かな農産物と 地域文化を 軸に、 自然と 調和し た

健康でゆと り ある 暮ら し を 実現し 、 子育て環境に

も 恵ま れた生活拠点を 形成。  

 

 

 

ア
ー
バ
ン 

エ
リ
ア 

市街地再生と 文化的資源の調和

を 目指す新たな経済交流拠点 

成田山新勝寺や既存商業地・ 住宅地な ど の地域 

資源を 基盤に、都市機能の再編と 観光・ アク ティ ビ

ティ 資源の融合を 図る 。  

シ
ー
サ
イ
ド 

エ
リ
ア 

海辺・ 水辺の文化を生かし た 

新たな観光の推進拠点 

日本を 代表する 砂浜海岸であ る 九十九里浜の景観

や地域資源を 生かすと と も に、 世界から 注目さ れ

る 誘客施設の整備等、 リ ゾ ート 交流拠点と し て 

ブラ ンド 化を 進める 。  
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（ ２ ） 広域都市圏の必要性 

広域幹線道路の整備進展や生活・ 経済圏の拡大、自然災害の頻発化・ 激甚化など 、

県を取り 巻く 状況の変化に対応し ていく ためには、 広域的な視点に立って都市計

画を推進し ていく こ と が必要と なっている 。  

そこ で、都市計画区域を超えた広域的な枠組みと し て広域都市圏を設定し 、広域

都市圏ごと に「 広域都市計画マス タ ープラ ン」 を定め、 広域的な視点から 、 都市づ

く り の方向性や方針を 示すと と も に、 道路ネッ ト ワ ーク や都市機能の集積を 図る

拠点等を明ら かにする も のと する 。  

 

（ ３ ） 広域都市圏の設定 

広域都市圏は、 県内の土地利用の状況及び見通し 、 地形等の自然条件、 日常生活

圏等を勘案し 、 県総合計画を踏ま えた 6 圏域を設定する 。  

広域都市圏には、 線引き 都市計画区域、 非線引き 都市計画区域のほか、 都市計画

区域外の市町も 含むも のと し 、 各圏域に含ま れる 市町村は下表のと おり と する 。  

広域都市圏においては、 新たな産業・ 地域づく り を推進する こ と によ り 、 本県経

済をけん引し ていく こ と が期待さ れる 地域を「 広域拠点」 と し て位置付ける と と も

に、千葉駅周辺を中心と し て、高次都市機能や広域交通機能の集積を図る エリ アを

「 中枢拠点」、 駅周辺など 必要な都市機能の集積を図る エリ アを「 地域拠点」 と し

て位置付け、 道路・ 交通ネッ ト ワ ーク と 連携し 、 土地の合理的な高度利用や都市機

能の更新を図る も のと する 。  
表 広域都市圏に含ま れる 市町村 

広域都市圏 広域都市圏に含ま れる 市町村 

東葛・ 湾岸 

広域都市圏 

千葉市、 市川市、 船橋市、 松戸市、 野田市、 習志野市、 柏市、  

流山市、 八千代市、 我孫子市、 鎌ケ谷市、 浦安市 

印旛 

広域都市圏 

成田市、 佐倉市、 四街道市、 八街市、 印西市、 白井市、 富里市、  

酒々井町、 栄町 

香取・ 東総 

広域都市圏 

銚子市、 旭市、 匝瑳市、 香取市、 神崎町、 多古町、 東庄町 

九十九里 

広域都市圏 

茂原市、 東金市、 山武市、 大網白里市、 九十九里町、 芝山町、  

横芝光町、 一宮町、 睦沢町、 長生村、 白子町、 長柄町、 長南町 

南房総・ 外房 

広域都市圏 

館山市、 勝浦市、 鴨川市、 南房総市、 いすみ市、 大多喜町、  

御宿町、 鋸南町 

内房 

広域都市圏 

木更津市、 市原市、 君津市、 富津市、 袖ケ 浦市 
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図 千葉県広域都市圏図 

 

 

（ ４ ） 広域都市計画マス タ ープラ ンの構成 

広域都市計画マス タ ープラ ンは、広域都市圏ごと に、都市計画区域外を含む県全

域について定める 。  

こ のう ち、 指定都市を除く 都市計画区域においては、 都市計画法第 6 条の 2 に

規定する 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（ 都市計画区域マス タ ープラ ン）

と し て定め、広域都市計画マス タ ープラ ンは、指定都市の都市計画区域マス タ ープ

ラ ンや都市計画区域外のま ちづく り と 連携する も のと する 。  
 

 
 

図 広域都市計画マス タ ープラ ン構成図 
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２  本広域都市圏の都市計画の目標 

（ １ ）  本マス タ ープラ ンの対象範囲 

本マス タ ープラ ンの対象範囲は、6 つの

広域都市圏のう ち、印旛広域都市圏に含ま

れる 次の都市計画区域と する 。  

印西、 成田、 佐倉、 四街道、 下総大栄及

び八街都市計画区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 マス タ ープラ ンの対象範囲 

 

 

（ ２ ） 目標年次 

本マス タ ープラ ンの目標年次は、 令和 17 年（ 2035 年） と する 。  

 

（ ３ ） 現状と 課題 

《 圏域全体》  

本圏域は、 鉄道や幹線道路の整備を背景と し た東京への通勤圏の拡大と と も に、

鉄道沿線を中心に住宅地の開発が進んでき た地域であり 、 千葉ニュ ータ ウ ンなど 、

計画的な整備によ り 商業・ 業務が集積し 良好な居住環境を有する 市街地を形成し て

いる 。  

成田空港周辺地域については、 今後、 成田空港の拡張事業に伴い、 空港内で新た

に約 3 万人の雇用創出が見込ま れている こ と から 、 地域に居住し 、 地域と 空港の持

続的な発展を支える ために必要な人材の確保と 、地域の経済力を持続的に発展さ せ

る 空港を生かし た産業の発展を両輪と し た取組が必要である 。  

産業面では、 成田空港を擁し 、 空港内は多く の人の就業の場と なっ ている ほか、

空港周辺や臨空工業団地を中心に、物流関係企業や空港関連産業の集積が進んでい

る 。 ま た、 佐倉工業団地、 白井工業団地など、 県内有数の内陸工業団地も 整備さ れ

ており 、 地域経済の拠点と し て大き な役割を果たし ている 。  

今後、成田空港の拡張事業や首都圏中央連絡自動車道（ 以下「 圏央道」 と いう 。）、

北千葉道路と いった広域的な交通網の整備によ る 更なる 利便性の向上が図ら れ、今

後の千葉県を支える 地域と し て期待さ れる 。  

そこ で、 広域道路網の整備を見据え、 地域ネッ ト ワ ーク に貢献する 空港周辺道路

網の形成を図り 、空港の拡張事業の効果を空港周辺の市町に波及さ せる 必要がある 。 
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ま た、 歴史的経緯など によ り 、 地域特性を生かし た個性ある 地域づく り が進めら

れ、 歴史的観光資源が多数存在する こ と から 、 こ のよ う な地域資源を生かし 、 地域

の活性化につなげていく こ と も 重要である 。  

災害に関し ては、 近年、 自然災害が頻発化・ 激甚化する なか、「 安全」 の確保に対

する 県民の意識が高ま っ ており 、 地域で安全に暮ら せる ま ちづく り が必要である 。 

自然的環境に関し ては、 印旛沼や利根川など の豊かな水資源や平坦な土地に恵ま

れている 。  

近年、 気候変動への対応や生物多様性の確保など 地球規模の課題の解決や、 人々

のウ ェ ルビーイ ング（ 人々の満足度） の向上を図る ため、 グリ ーンイ ンフ ラ と し て

多様な機能を有し ている 緑地を都市空間に、よ り 一層確保する こ と が重要と なって

いる 。  

緑地の保全及び緑化は、 公共空間はも と よ り 、 商業施設、 工場敷地など 、 都市空

間全体において推進する こ と が重要であり 、 緑のネッ ト ワ ーク を形成する こ と で、

さ ら に一層その効果を高める こ と が期待でき る 。  

 

《 居住》  

本圏域は、 県人口の 11％に当たる 約 72 万人が居住する 地域と なっている 。  

今後、 人口は、 印西市については当面増加が見込ま れている が、 圏域全体と し て

は、 今後減少し ていく も のと 予測さ れている 。  

将来的な人口減少や少子高齢化に対応する ため、 本圏域の広域的な連携を担う 鉄

道各線や高速バス 、 北千葉道路や国道 51 号など の道路・ 交通ネッ ト ワ ーク と 連携

し た、 コ ンパク ト なま ちづく り が必要である 。  

ま た、 コ ンパク ト なま ちづく り に合わせて、 地域公共交通の維持・ 確保に向けた

交通の再編やモード 転換が必要である と と も に、自動運転等の新技術や新たなモビ

リ ティ に対応し た都市施設のあり 方についても 、一体と なって検討する こ と が必要

である 。  

市街地について見る と 、 鉄道や幹線道路の整備を背景と し て東京への通勤圏が拡

大し 、 鉄道沿線を中心に住宅地の開発が進んでき た地域であり 、 千葉ニュ ータ ウ ン

や成田ニュ ータ ウ ンと いった計画的で大規模な市街地をはじ め、 も ねの里、 ユーカ

リ が丘、 日吉台、 安食台など の住宅地の整備が行われてき た。  

ま た、 成田市を中心と する 成田商圏や印西市を中心と する 印西商圏が形成さ れ、

大型店舗の立地が進むなど、 広域的な拠点性を高めている 。  

今後は、 成田空港周辺地域では、 空港の拡張事業によ り 新たな雇用創出が見込ま

れている こ と から 、地域に居住する 人のための生活環境やイ ンフラ の整備と いった、

暮ら し の拠点と なる ま ちづく り が必要である 。  

都市づく り の推進にあたっ ては、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症拡大を 契機と し た

人々のラ イ フス タ イ ルの変化、都市における ウ ェ ルビーイ ング向上の要請の高ま り

への対応も 重要である 。  
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ま た、 持続可能なま ちづく り に向け、 道路・ 上下水道等の都市施設について、 長

期的な視点によ る 適正な配置・ 整備と と も に、 老朽化する 施設への適切な対応が必

要である 。  

 

《 産業》  

本圏域では、 成田空港周辺地域において、 空港の拡張事業や広域的な幹線道路ネ

ッ ト ワ ーク の充実・ 強化が進み、 様々な産業の受け皿と なる ポテンシャ ルが高ま っ

ている 。  

本圏域には、 佐倉工業団地、 白井工業団地など、 県内有数の内陸工業団地が整備

さ れている ほか、 千葉ニュ ータ ウ ンでは、 北千葉道路沿線を中心に、 国内外の世界

的企業のデータ センタ ーやマルチテナント 型の物流施設群など の立地が進んでい

る 。  

ま た、 イ ンタ ーチェ ンジ周辺では、 首都圏や成田空港と 近接する 高い交通利便性

を生かし たアウ ト レ ッ ト など の大規模商業施設や物流施設の立地が進んでいる 。  

成田空港周辺地域では、成田空港第 3 滑走路の新設など を含む拡張事業の効果を、

地域振興に結び付ける と と も に、 周辺地域と 空港と の共生・ 共栄を目指し 、 航空機

騒音に配慮し つつ、生活環境の改善や公共施設などの地域整備を進める 必要がある 。 

今後、 圏央道をはじ めと する 道路網の充実・ 強化も 相ま って、 空港周辺地域は、

都心から の利便性や立地環境の優位性が飛躍的に高ま る こ と から 、 人・ モノ ・ 財の

流れを生み出す広域的な幹線道路ネッ ト ワ ーク の整備を促進する と と も に、整備効

果を地域に波及さ せる ため、 各拠点を結ぶ主要な国道・ 県道の整備を推進する こ と

が必要である 。  

あわせて、 企業誘致の受け皿と なる 産業用地の創出に向けて、 本県経済をけん引

し ていく こ と が期待さ れる 成田空港周辺に加え、高速道路イ ンタ ーチェ ンジ周辺や

主要幹線道路沿線等への産業用地整備を市町と 連携し ながら 推進する こ と が必要

である 。  

ま た、 本圏域には、 年間約 1, 200 万人の参詣客が訪れ、 県内第 2 位の観光ス ポッ

ト と なっている 成田山新勝寺をはじ め、 佐倉城跡、 武家屋敷群、 県立房総のむら な

ど の観光資源が数多く 存在し ている こ と から 、 既存の観光資源を生かし 、 地域の活

性化につなげていく こ と も 重要である 。  

 

《 災害》  

本圏域は、 起伏に富む下総台地や利根川沿いの低地に市街地が形成さ れており 、

令和元年房総半島台風等の一連の災害や令和 5 年台風 13 号の接近に伴う 大雨では、

浸水や土砂災害など 大き な被害が発生し 、 東日本大震災では、 液状化など の被害も

発生し ている 。  

災害への対応と し て、 救急救命活動や復旧支援活動を支える ための広域的な幹線

道路や拠点をつなぐ 災害に強い道路ネッ ト ワ ーク の整備が必要である 。  
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災害リ ス ク の高い地域については、 浸水対策や開発抑制など 、 地域に即し た対策

も 重要である 。  

ま た、 頻発化・ 激甚化する ゲリ ラ 豪雨などによ り 、 浸水等の都市型水害のリ ス ク

が高ま っており 、 多様な主体で連携し て対応する こ と が必要である 。  

 

《 自然的環境》  

本圏域は、 東京への通勤圏であり ながら 、 水辺・ 里山などの豊かな自然的環境を

有する 地域である 。 台地と 低地の境界部には斜面林が帯状に残り 、 こ の地域の特徴

的な景観を形成し ている 。  

手賀沼・ 印旛沼周辺は、 県立印旛手賀自然公園に指定さ れ、 自然環境が保全さ れ

ている 。 ま た、 住民に身近な自然的環境と し て、 北総花の丘公園、 印旛沼公園、 四

街道総合公園など の都市公園が整備さ れている 。  

快適で暮ら し やすいま ちづく り や地域の魅力向上のため、 潤いと 安ら ぎをも たら

す緑地や水辺空間の保全、都市公園の整備等によ る 緑の創出を推進する こ と が重要

である 。  

 

（ ４ ） 都市計画の目標 

《 圏域全体》  

成田空港周辺については、 広域拠点と し て、「 第二の開港」 と も いう べき 、成田空

港の拡張事業や広域的な幹線道路ネッ ト ワ ーク の整備進展等を生かし 、国家戦略特

区制度等を活用し ながら 、成田空港周辺のま ちづく り や空港を核と し た国際的な産

業拠点の形成を進める 。 あわせて、 成田空港の拡張事業等によ る 地域での雇用増の

受け皿と し て必要な居住の場の創出を図る 。  

社会イ ンフラ 等を活用し た多様な産業の受け皿の創出に向けては、各種道路整備

の進展の効果を生かし て、 企業誘致の受け皿と なる 新たな産業用地の創出を図る 。 

圏央道の県内唯一の未開通区間である 大栄・ 横芝間の開通によ る 圏央道と 東京湾

アク アラ イ ン（ 以下「 アク アラ イ ン」 と いう 。） が一体と なった広域的な幹線道路ネ

ッ ト ワ ーク 形成の効果を最大限活用し 、 生産性の向上、 企業立地の促進及び防災力

の強化等を図る 。  

あわせて、 北千葉道路や、 圏央道のイ ンタ ーチェ ンジへのアク セス 道路である 県

道成田小見川鹿島港線、 県道成田松尾線など 成田空港周辺における 国道・ 県道の整

備、 さ ら には、 成田空港及び周辺地域と 圏央道を結ぶ新たなイ ンタ ーチェ ンジの実

現によ り 、 本圏域の交流・ 連携機能の更なる 向上を図る 。  

頻発化・ 激甚化する 自然災害への対応に向けては、 地震や風水害に備えて、 平常

時・ 災害時を問わない安定し た人・ モノ の流れを確保する ための災害に強い道路ネ

ッ ト ワ ーク の整備を進める 。  

ま た、 台風・ 豪雨等の頻発化・ 激甚化を踏ま え、 河川管理者等が主体と なって行

う 治水対策に加え、 流域のあら ゆる 関係者が協働し 、 流域全体で水害を軽減さ せる
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治水対策、「 流域治水」 への転換を進める 。  

自然的環境の保全と 質の高い生活環境の整備に向けては、地域に愛着を持つこ と

ができ る よ う 、 良好な景観の形成に取り 組むと と も に、 都市における 緑の保全・ 創

出等、 自然的環境の保全と 再生等に取り 組む。  

 

《 居住》  

コ ンパク ト で効率的な都市構造への転換に向けて、鉄道駅周辺や富里バス タ ーミ

ナル周辺は、 地域拠点と し て都市機能の集積を図る 。  

成田空港周辺地域では、 成田空港の拡張事業に伴う 人口増加の受け皿と し て、 各

市町それぞれの地域特性を生かし た良好な住環境の整備・ 形成を図る と と も に、 空

港と 都心へのアク セス 利便性を 生かし た居住環境の整備やま ちづく り と 一体と な

った公共交通の実現を図る 。  

ま た、 国道・ 県道と と も に、 佐倉都市計画道路 3・ 4・ 20 号岩富海隣寺線、 八街

都市計画道路 3・ 4・ 3 号八街神門線など 各拠点をつなぐ 道路の整備を推進し 、 利便

性の高い道路ネッ ト ワ ーク の構築を目指す。  

あわせて、 自動運転などの新たな交通モード の導入など にも 的確に対応し 、 都市

の魅力向上を図る 。  

市街地内においては、ラ イ フ ス タ イ ルの変化への対応や都市における ウ ェ ルビー

イ ング向上のため、 居心地が良く 歩き たく なる 歩行者中心の空間づく り など、 魅力

的な空間形成を図る 。  

優良な住宅地である 既存のニュ ータ ウ ンについては、持続性の確保の検討を図る 。 

道路・ 上下水道等の都市施設については、 コ ンパク ト な都市構造の構築に即し た

適正な配置のも と 地域の実情に応じ た計画的な整備を推進する と と も に、適切な維

持管理と 長寿命化等によ る 持続可能なメ ンテナンス サイ ク ルの構築を図る 。  

 

《 産業》  

成田空港周辺は、 国際航空物流をはじ めと し て、 精密機器関係分野、 航空宇宙関

係分野、 健康医療関係分野、 農業関係分野、 観光関係分野と いった空港の特徴や強

みを生かせる 産業などを集積し 、成田空港を核と する 国際的な産業拠点の形成を進

めていく 。  

千葉ニュ ータ ウ ン周辺や既存の工業団地周辺、イ ンタ ーチェ ンジ周辺や幹線道路

沿線では、 成田空港の拡張事業や北千葉道路の整備の効果によ り 、 多様な産業集積

の場と し ての魅力が高ま っていく こ と から 、高付加価値を生み出す企業などの立地

誘導を図る 。  

ま た、県道成田小見川鹿島港線など の圏央道のイ ンタ ーチェ ンジなど にアク セス

する 道路の整備を推進する と と も に、 圏央道と 空港を直接結ぶ道路の整備、 成田空

港及び周辺地域と 圏央道を結ぶ新たなイ ン タ ーチェ ン ジの実現に向けた取組を 進

める 。  
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観光面では、 多く の歴史的資源の活用などによ り 、 国内はも と よ り 、 外国人観光

客も 意識し た観光地づく り に取り 組む。  

 

《 災害》  

災害時でも 安定し た人・ モノ の流れを確保し 、 緊急対策活動や物資輸送を円滑に

実施でき る よ う 、 北千葉道路の整備、 国道 51 号の 4 車線化の促進など 災害に強い

道路ネッ ト ワ ーク の整備を促進する 。  

浸水ハザード エリ アにおいて新たな市街地整備を行う 場合は、安全確保のため地

盤の嵩上げや避難路・ 避難場所の確保等の適切な対策を図る 。  

都市の緑地については、 雨水の貯留・ 浸透によ る 浸水被害の軽減、 急傾斜地等に

おける 土砂災害防止など、 多面的な機能を有する グリ ーンイ ンフラ と し て保全・ 創

出を図る 。  

利根川流域など においては、 流域治水プロ ジェ ク ト の主旨に基づき 、 公共下水道

の整備や適正な土地利用の規制・ 誘導など を進める 。  

ま た、 大規模災害に備え、 被災後、 早期に的確な復興を実現する ため、 各市によ

る 事前復興ま ちづく り 計画の策定を促進する 。  

 

《 自然的環境》  

手賀沼・ 印旛沼や利根川周辺の豊かな水辺空間や都市緑地等については、 ゆと り

や潤いを与える 資源と し て、 保全・ 活用を図る と と も に、  

環境負荷を抑えたカーボンニュ ート ラ ルな都市づく り を推進する 。  

グリ ーンイ ンフラ の取組を進める ため、 引き 続き 緑地の保全、 都市公園の整備等

を推進する 。  
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３  区域区分の決定の有無及び区域区分を定める 際の方針 

（ １ ） 区域区分の決定の有無 

本圏域に含ま れる 次の都市計画区域については、 都市計画法第 7 条第 1 項第一号

イ に基づき 、 区域区分を定める 。  

印西、 成田、 佐倉及び四街道都市計画区域 

 

上記以外の次の都市計画区域については、 首都圏整備法によ る 近郊整備地帯外に

位置し ており 、 人口が減少傾向にあり 、 急激かつ無秩序な市街化の進行は見込ま れ

ないと 判断さ れる こ と から 、 区域区分を定めないも のと する 。  

下総大栄及び八街都市計画区域 

 

ま た、 区域区分を定める と し た根拠は、 以下のと おり である 。  

首都圏整備法に基づく 近郊整備地帯に位置する 本広域都市圏に含ま れる 各区域は、

区域区分を定める こ と が法的に義務付けら れており 、 昭和 44 年に現行の都市計画

法が施行さ れたこ と に伴い、 無秩序な市街化を防止し 、 計画的な市街地の整備と 農

業や自然的環境と の調和と 保全を図る ため、 区域区分を定めてき た。 こ の結果、 そ

の後の計画的な市街地整備の進展や良好な都市環境形成に大き な効果を も たら し

てき た。  

今後も 区域区分を継続する 都市計画区域ごと の根拠は以下のと おり 。  

都市計画

区域 

区域区分の

決定の有無 
根拠 

印西 有 現在、 人口、 世帯数の増加傾向は続いており 、 北千葉道路

の建設等の広域的な交通体系の整備の進展等によ り 、 今後も

人口増加が見込ま れる 。 ま た、 少子高齢化、 ラ イ フ ス タ イ ル

の多様化に対応し た市街地の質的充実と 住宅・ 宅地の供給等

の必要性も 生じ ている 。  

こ のよ う な観点から 、 無秩序な市街化を 抑制し つつ、 本区

域に残さ れた貴重な緑地等自然環境の整備又は保全に配慮す

る ため、 今後と も 区域区分を 継続する 。  

成田 有 成田市（ 旧成田市の区域） においては、 昭和 44 年に現行

の都市計画法が施行さ れたこ と に伴い、 無秩序な市街化を 防

止し 、 計画的な市街地の整備と 農業や自然的環境と の調和と

保全を図る ため、 区域区分を 定めてき た。  

その後、 昭和 52 年に栄町、 昭和 54 年に富里市が本都市計

画区域編入と 同時に、 区域区分を 定めた。 こ の結果、 その後

の計画的な市街地整備の進展や良好な都市環境形成に大き な

効果をも たら し てき た。  

平成 2 年以降、 人口増加率はやや落ち着いてき てはいる も

のの、 世帯数の増加傾向は続いている 。  

ま た、 今後は、 成田空港の拡張事業に伴う 新たな住宅地の

需要や企業進出に対応する 整備が求めら れている 。 さ ら に、

圏央道や北千葉道路など の広域的な交通体系の整備進展や、

ラ イ フ ス タ イ ルの多様化に対応し た市街地の質的充実も 求め

ら れている 。  
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一方で、 本区域内には、 豊かな水や緑に恵ま れた自然的環

境や優良農地が存在し ている こ と から 、 こ れら の整備又は保

全も 必要と さ れる 。  

こ のよ う な観点から 、 無秩序な市街化を 防止し つつ、 水と

緑の環境や田園的環境の保全を 図る ため、 今後と も 区域区分

を 継続する 。  

佐倉 有 本区域は、 東京に近接し 早く から 鉄道網が整備さ れる など

の立地条件にあっ たこ と から 、 高度経済成長等の影響を 受

け、 昭和 40 年代以降急激な人口増加の傾向にあっ た。  

現在、 人口は減少傾向に転じ ている が、 世帯数の増加傾向

は続いており 、 今後は鉄道駅を 中心にま と ま っ た都市構造の

維持・ 強化を 進める 必要がある 。 更には、 都市に残さ れた貴

重な自然的環境と 田園環境の整備又は保全に配慮する 必要が

ある 。  

こ のよ う な観点から 、 無秩序な市街化の防止と 自然・ 田園

環境の保全を 図る ため、 今後と も 区域区分を継続する 。  

四街道 有 本区域は、 昭和 40 年代から の都市化の波によ り 、 住宅団

地の造成が始ま り 、 首都圏のベッ ト タ ウ ン と し て人口の増加

に伴い、 市街地の拡大をも たら し た。  

近年は、 人口増加率は小さ く なり つつある が、 世帯数の増

加傾向は続いている こ と から 、 谷津田や台地の斜面林等、 都

市に残さ れた貴重な緑地等自然的環境の整備又は保全に配慮

し つつ、 無秩序な市街化を 防ぐ 必要がある ため、 今後と も 区

域区分を 継続する 。  

下総大栄 無 本区域は首都圏整備法によ る 近郊整備地帯外に位置し 、 近

年､人口は減少傾向に転じ ており 、 今後も その減少傾向が継

続する も のと 予測さ れ、 本区域における 急激かつ無秩序な市

街化の進行は見込ま れないと 判断さ れる が、 今後、 成田空港

の拡張事業によ る 人口増加が期待さ れている 。  

なお、 成田空港の拡張事業や圏央道の整備進展に伴い、 土

地利用の活性化が予想さ れる こ と から 、 地区計画の活用や特

定用途制限地域の指定等によ り 、 優れた自然的環境や良好な

居住環境を 保全し つつ、 合理的な土地利用を適正に誘導す

る 。  

以上のこ と から 、 本区域においては区域区分を 定めないも

のと する 。  

八街 無 本区域は、 首都圏整備法に基づく 近郊整備地帯外に位置

し 、 人口は近年減少傾向にあり 、 今後も その傾向は継続する

も のと 予測さ れ、 本区域における 急激かつ無秩序な市街化の

進行は見込ま れないと 判断さ れる 。  

以上のこ と から 、 本区域においては区域区分を 定めないも

のと する 。  
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（ ２ ） 区域区分の方針 

①おおむねの人口 

線引き 都市計画区域の将来における おおむねの人口を次のと おり 想定する 。  

都市計画 

区域 

区分 令和 2 年 令和 17 年 

印西 都市計画区域内人口 約 165 千人 おおむね 175 千人 

市街化区域人口 約 129 千人 おおむね 148 千人 

成田 都市計画区域内人口 約 186 千人 おおむね 177 千人 

市街化区域人口 約 142 千人 おおむね 151 千人 

佐倉 都市計画区域内人口 約 190 千人 おおむね 170 千人 

市街化区域人口 約 165 千人 おおむね 150 千人 

四街道 都市計画区域内人口 約  94 千人 おおむね  95 千人 

市街化区域人口 約  84 千人 おおむね  84 千人 

なお、 令和 17 年においては、 上表の外に千葉広域都市計画圏（ 指定都市の千葉

都市計画区域を除く ） で保留人口が想定さ れている 。  

（ 注） 千葉県では、 無秩序な市街化を防止し 、 計画的な市街地整備を図る ため、

自然的・ 社会的・ 経済的な観点から 総合的に判断し 、 県下線引き 都市計画区域全体

（ 指定都市の千葉都市計画区域を除く ） を「 千葉広域都市計画圏」 と し て設定し て

いる 。  

 

②産業の規模 

線引き 都市計画区域の将来における 産業の規模を次の通り 想定する 。  

《 生産規模》  

都市計画 

区域 

区分 令和 2 年 令和 17 年 

印西 工業出荷額 約  1, 857 億円 おおむね  2, 261 億円 

卸小売販売額 約  2, 703 億円 おおむね  4, 196 億円 

成田 工業出荷額 約  3, 837 億円 おおむね  5, 499 億円 

卸小売販売額 約  4, 457 億円 おおむね  5, 631 億円 

佐倉 工業出荷額 約  3, 660 億円 おおむね  4, 360 億円 

卸小売販売額 約  2, 145 億円 おおむね  3, 012 億円 

四街道 工業出荷額 約    518 億円 おおむね  1, 529 億円 

卸小売販売額 約  1, 374 億円 おおむね  1, 405 億円 

工業出荷額は、 製造業及び物流業の生産規模の合計を示す。  

なお、 令和 17 年においては、 上表と 合わせ千葉広域都市計画圏（ 指定都市の千

葉都市計画区域を除く ） で産業の規模が想定さ れている 。  
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《 就業構造》  

都市計画 

区域 

区分 令和 2 年 令和 17 年 

印西 第一次産業 約 2. 4 千人(  3. 2％)  おおむね 1. 6 千人(  2. 1％)  

第二次産業 約 12. 5 千人( 16. 9％)  おおむね 12. 6 千人( 16. 9％)  

第三次産業 約 59. 1 千人( 79. 9％)  おおむね 60. 3 千人( 80. 9％)  

成田 第一次産業 約 4. 3 千人(  4. 9％)  おおむね 2. 9 千人(  3. 6％)  

第二次産業 約 15. 1 千人( 17. 3％)  おおむね 13. 8 千人( 17. 3％)  

第三次産業 約 67. 8 千人( 77. 8％)  おおむね 62. 9 千人( 79. 0％)  

佐倉 第一次産業 約 1. 4 千人(  1. 7％)  おおむね 1. 2 千人(  1. 8％)  

第二次産業 約 15. 0 千人( 18. 4％)  おおむね 11. 9 千人( 18. 3％)  

第三次産業 約 65. 1 千人( 79. 9％)  おおむね 51. 8 千人( 79. 8％)  

四街道 第一次産業 約 0. 4 千人(  1. 1％)  おおむね 0. 2 千人(  0. 6％)  

第二次産業 約 7. 0 千人( 18. 8％)  おおむね 5. 9 千人( 18. 9％)  

第三次産業 約 29. 9 千人( 80. 2％)  おおむね 25. 1 千人( 80. 4％)  

 

③市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化し ている 区域と の関係 

線引き 都市計画区域における 人口、産業の見通し に基づき 、かつ市街化の現況及

び動向を勘案し 、 令和 17 年時点で市街化し ている 区域及び当該区域に隣接し 、 お

おむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る べき 区域を市街化区域と する

こ と と し 、 市街化区域のおおむねの規模を次の通り 想定する 。  

《 市街化区域面積》  

都市計画区域 令和 17 年 

印西 

印西市  おおむね 1, 907ha 

白井市  おおむね  845ha 

合 計  おおむね 2, 752ha 

成田 

成田市  おおむね 2, 058ha 

栄 町  おおむね  343ha 

富里市  おおむね  479ha 

合 計  おおむね 2, 880ha 

佐倉 

佐倉市  おおむね 2, 425ha 

酒々井町 おおむね   367ha 

合 計  おおむね 2, 792ha 

四街道      おおむね 1, 245ha 

（ 注） 市街化区域面積は、 令和 17 年時点における 人口の保留フレ ームに対応する

市街化区域面積を含ま ないも のと する 。  
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４  本広域都市圏の主要な都市計画の決定の方針 

（ １ ） 都市づく り の基本方針 

①人口減少に対応し たコ ンパク ト で効率的な都市構造への転換に関する 方針 

広域的な視点によ り 、 人口減少・ 少子高齢化に対応する ため、 鉄道駅周辺やバス

タ ーミ ナル周辺等に、 居住機能や商業・ 業務、 医療・ 福祉等の都市機能の集積を図

る と と も に、 広域的な幹線道路の整備促進や高速道路イ ン タ ーチェ ンジ等へのア

ク セス 道路の整備推進、都市計画道路や生活道路の整備、自動運転技術などの新技

術の導入検討も 含めた道路・ 交通ネッ ト ワ ーク の構築を図る など 、 コ ンパク ト ・ プ

ラ ス ・ ネッ ト ワ ーク 型の都市構造を目指す。  

ま た、成田空港周辺地域では、空港の拡張事業に伴う 人口増加の受け皿と し て、

空港と 都心へのアク セス 利便性を生かし 、 各市町それぞれの地域特性を生かし た、

良好な住環境の整備を図る 。  

コ ンパク ト な都市構造の構築に即し て、道路・ 上下水道等の都市施設については、

適正な配置のも と 地域の実情に応じ た計画的な整備を推進する と と も に、 適切な

維持管理と 長寿命化等によ る 持続可能なメ ン テナン ス サイ ク ルの構築を図る 。 ま

た、 都市施設の耐震化等を進める こ と で防災機能の向上を目指す。  

 

②社会イ ン フ ラ 等を 活用し た多様な産業の受け皿の創出によ る 地域振興に関する

方針 

成田空港周辺については、 本県経済をけん引し ていく こ と が期待さ れる 地域と

し て、国家戦略特区等も 活用し ながら 、国際航空物流をはじ め、精密機器関係分野、

航空宇宙関係分野、 健康医療関係分野、 農業関係分野、 観光関係分野と いった空港

の特徴や強みを 生かせる 産業など を 集積し 、 成田空港を核と する 国際的な産業拠

点の形成を進める 。  

成田空港の拡張事業や北千葉道路の整備進展、 圏央道の県内唯一の未開通区間

である 大栄・ 横芝間の開通によ り 、圏央道と アク アラ イ ンが一体と なった広域的な

幹線道路ネッ ト ワ ーク 形成の効果を 最大限活用し 、 イ ンタ ーチェ ン ジ周辺や幹線

道路沿線、千葉ニュ ータ ウ ンや既存工業団地に隣接し た区域等において、新たな産

業集積を促進する 。  

さ ら に、 成田空港及び周辺地域と 圏央道を 結ぶ新たなイ ン タ ーチェ ンジの実現

によ り 、 本広域都市圏の交流・ 連携機能の更なる 向上を図る 。  

ま た、 成田山新勝寺や房総のむら など の歴史的な観光資源を生かし たま ちづく

り を進め、 成田空港の拡張事業に伴う イ ンバウ ンド も 取り 込んでいく 。  

 

③頻発化・ 激甚化する 自然災害への対応に関する 方針 

成田空港は、国内外の災害発生時には支援拠点と し ての機能を有し ており 、大規

模災害発生時には緊急物資の空輸・ 集積・ 分配拠点と し ての活用が期待さ れる こ と

から 、 空港を核と し た周辺地域で災害拠点と し ての整備を推進する 。  

台風・ 豪雨等の頻発化・ 激甚化を踏ま え、流域全体で水害を軽減さ せる 治水対策、

「 流域治水」 への転換を目指し 、 利根川流域などにおいては、 公共下水道の整備や

適正な土地利用の規制・ 誘導など、 流域治水プロ ジェ ク ト の主旨に沿った、 都市づ

く り を進める 。  

地震や風水害に備えて、 平常時・ 災害時を問わない安定し た人・ モノ の流れを確

保し 、緊急対策活動や物資輸送を円滑に実施でき る よ う 、北千葉道路の整備の促進、
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圏央道や国道 51 号の 4 車線化の促進など災害に強い道路ネッ ト ワ ーク の整備を推

進する 。  

あわせて、延焼遮断帯や緊急車両の進入路・ 避難路と し て機能する 街路の整備や

延焼拡大防止や災害時の避難地等と し て機能する 緑地の確保、 都市公園の整備を

推進する 。  

公共建築物や橋り ょ う 、下水道等の都市施設については、災害によ る 被害を最小

限にし 、 災害時の支援・ 復旧活動を円滑に推進する ため、 耐震化及び老朽化対策を

進め、 避難路、 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化等の促進を図る 。  

ま た、土砂災害の恐れのある 区域においては、開発行為や建築物の立地等の抑制

に努める と と も に、 急傾斜地崩壊対策の推進や斜面林の保全、 避難体制の充実・ 強

化を図る 。  

一方で、浸水ハザード エリ アにおいて新たな市街地整備を行う 場合は、安全確保

のため地盤の嵩上げや避難路・ 避難場所の確保等の適切な対策を図る こ と で、 安

心・ 安全に暮ら せる ま ちづく り を目指す。  

ま た、 大規模災害に備え、 被災後、 早期に的確な復興を実現する ため、 各市町に

よ る 事前復興ま ちづく り 計画の策定を促進する 。  

 

④自然的環境の保全と 質の高い生活環境の整備に関する 方針 

都市の緑地は、 雨水の貯留・ 浸透によ る 浸水被害の軽減、 急傾斜地等における 土

砂災害防止、 カーボンニュ ート ラ ル、 生物多様性、 レ ク リ エーショ ン、 防災、 景観

への寄与など、多面的な機能を有する グリ ーンイ ンフ ラ と し て保全・ 創出を目指す。 

ま た、地域に愛着を持つこ と ができ る よ う 、良好な景観の形成に取り 組むと と も

に、 地域特性に応じ た都市公園の拡充や都市における 緑の保全・ 創出等、 自然的環

境の保全と 再生等を目指すと と も に、手賀沼・ 印旛沼や利根川周辺など の豊かな水

辺空間や都市緑地等は、 ゆと り や潤いを与える 資源と し て保全・ 活用を図る 。  

さ ら に、 ラ イ フス タ イ ルの変化への対応や都市における ウ ェ ルビ ーイ ングの向

上のため、居心地がよ く 歩き たく なる 歩行者中心の空間づく り など 、魅力的な空間

形成に取り 組むと と と も に、 コ ンパク ト で効率的な都市構造の構築や公共交通の

利用促進によ る 環境にやさ し い移動手段への転換、 再生可能エネルギーの活用や

省エネルギー化、グリ ーンイ ンフ ラ の推進などによ り 、カーボンニュ ート ラ ルの実

現を目指す。  

 

⑤世界をリ ード する 空港都市圏の形成に関する 方針 

日本最大の貿易港である 成田空港の拡張事業によ って、世界、アジアの活力を取

り 込み、 周辺地域が本来から 持つポテンシャ ルを最大化さ せ、 誰も が輝き 、 世界と

響き あう 未来志向型のま ちづく り を目指す。  

成田空港周辺地域については、エアポート シティ 構想を踏ま え、成田空港の特徴

や強みを生かし た産業分野の集積や空港の拡張事業に伴う 人口増加の受け皿の確

保、魅力的な居住環境や景観形成、パーク ＆バス ラ イ ド や自動運転など 新たな交通

モード の導入も 視野に入れた効率的な公共交通や北千葉道路の整備など 広域的な

幹線道路ネッ ト ワ ーク の形成、 空港を核と し た国際的な防災拠点の確立など 世界

をリ ード する 空港都市圏の形成を図る 。  

本圏域では、 新し い成田空港を中心と する エアポート シティ のコ アのエアポー

ト エリ ア、歴史的な水運文化と 醸造文化を生かし た産業・ 生活拠点のリ バーサイ ド
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エリ ア、 自然と 調和し たエコ ロ ジカルな暮ら し を実現する 生活拠点のナチュ ラ ル

ラ イ フ エリ ア、 市街地再生と 文化的資源の調和を目指す新たな経済交流拠点のア

ーバンエリ ア、こ の 4 つのエリ アゾーンを中心と し て、地域の特色を生かし たま ち

づく り を進める 。  

 

（ ２ ） 土地利用に関する 主要な都市計画の決定の方針 

①主要用途の配置の方針 

市街地における 土地利用は、都市計画マス タ ープラ ン（ 市町村の都市計画に関す

る 基本的な方針） に示す都市の将来像を実現する ため、以下を基本方針と し つつ、

地域の実情に応じ て配置する 。  

・ 成田空港周辺地域においては、新たに県全域が指定さ れた国家戦略特区等を活用

し つつ、 国際航空物流をはじ めと し て、 精密機器関係分野、 航空宇宙関係分野、

健康医療関係分野と いった空港の特徴や強みを生かせる 産業など を 集積し 、 成

田空港を核と する 国際的な産業拠点の形成を進める 。  

・ 人口減少や少子高齢化など の社会経済情勢の変化に適切に対応する ため、立地適

正化計画の策定を促進し 、 鉄道駅周辺やバス タ ーミ ナル周辺など に医療・ 福祉・

商業等の都市機能を誘導する と と も に、居住は駅周辺など に、公共交通等によ り

容易にアク セス する こ と ができ る 区域へ誘導する 。  

・ 成田空港の拡張事業等によ る 地域での雇用増の受け皿と し て必要な居住の場の

創出を図る 。  

・ イ ン タ ーチェ ンジ周辺や幹線道路沿線等のポテン シャ ルの高い地域や既存工業

団地等に隣接し た区域においては、地域の実情に応じ て、産業系の土地利用など

について、 適切な誘導を図る 。  

 

②市街地の土地利用の方針 

・ 主要な鉄道駅やバス タ ーミ ナル周辺など の公共交通の利便性が高い地域におい

ては、 居住機能や商業・ 業務、 医療・ 福祉等の都市機能を集積し 、 土地の高度利

用を図る 。  

・ 土地の高度利用と 都市機能の増進を図る べき 区域においては、高度利用型地区計

画や再開発促進区など 、地域の状況に応じ た地区計画の決定等によ り 、計画的な

市街地の再開発を誘導する 。  

・ 地域拠点に公共交通等によ り 容易にアク セス する こ と のでき る 区域へ居住の誘

導を図り 、 コ ンパク ト ・ プラ ス ・ ネッ ト ワ ーク 型の都市を形成する 。  

・ ラ イ フ ス タ イ ルの変化への対応や都市における ウ ェ ルビーイ ングの向上のため、

居心地が良く 歩き たく なる 歩行者中心の空間づく り や公共施設跡地等の未利用

地の活用によ る 人々が集える 場の創出など 、 魅力的な空間形成を図る 。  

・ 老朽・ 過密・ 木造市街地については、 道路・ 公園等の都市基盤の整備及び敷地の

共同化によ る 公共空地の確保、並びに建築物の耐震化・ 不燃化の促進などを総合

的に進め、 市街地の防災性の向上と 居住環境の改善を図る 。  

・ 空家等については、空家等対策の推進に関する 特別措置法に基づき 適正な管理や

利活用を促進し 、 居住環境の改善や維持を図る 。   

・ 地域に愛着を持つこ と ができ る よ う 、日本遺産の歴史的な町並みや良好な景観の

維持・ 形成に取り 組むと と も に、地域特性に応じ た都市公園の拡充や都市におけ

る 緑の保全・ 創出を図る 。  
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・ 都市の緑地は、 雨水の貯留・ 浸透によ る 浸水被害の軽減、 急傾斜地等における 土

砂災害防止など、 多面的な機能を 有する こ と から 、 グリ ーンイ ンフ ラ と し て保

全・ 活用を図る 。  

 

③市街化調整区域の土地利用の方針 

・ 農業基盤整備等が実施さ れている 農地は、貴重な優良農地である ため、今後も 農

用地と し て保全を図る 。  

・ 急傾斜地など 土砂災害の恐れのある 区域については、土砂災害警戒区域、土砂災

害特別警戒区域及び宅地造成等工事規制区域の指定によ り 、 開発行為の制限等

を図り 、 安全性を確保する 。  

・ イ ンタ ーチェ ンジ周辺や幹線道路沿線、空港周辺等のポテンシャ ルの高い地域や、

既存工業団地等に隣接し た区域においては、 自然的環境や住宅環境と の調和を

図り つつ、 産業系の土地利用について適切な誘導を図る 。  

・ 千葉県全体で、 令和 17 年の人口フ レ ームの一部が保留さ れている 。 ついては、 

計画的な市街地整備の見通し が明ら かになっ た地区について、 保留さ れた人口

フ レ ームの範囲の中で、農林漁業等と の必要な調整を図り つつ、市街化区域に編

入する 。  

 

④非線引き 都市計画区域の用途地域の指定のない区域の土地利用の方針 

・ 農業基盤整備等が実施さ れている 農地は、貴重な優良農地である ため、今後も 農

用地と し て保全を図る 。  

・ 急傾斜地など 土砂災害の恐れのある 区域については、土砂災害警戒区域、土砂災

害特別警戒区域及び宅地造成等工事規制区域の指定によ り 、 開発行為の制限等

を図り 、 安全性を確保する 。  

・ イ ンタ ーチェ ンジ周辺や幹線道路沿線、鉄道駅周辺、空港周辺等のポテンシャ ル

の高い地域においては、自然的環境や住宅環境と の調和を図り つつ、産業系の土

地利用について適切な誘導を図る 。  

 

（ ３ ） 都市施設の整備に関する 主要な都市計画の決定の方針 

①交通施設の都市計画の決定の方針 

ア． 交通体系の整備の方針 

本圏域の道路網や交通網の状況、ま た将来の交通需要等を踏ま え、交通体系の整

備の基本方針を次のよ う に定める 。  

・ 成田空港の拡張事業の効果を県内全域に波及さ せる 北千葉道路の整備や圏央道、

国道 51 号の 4 車線化の実現など、 広域的な幹線道路ネッ ト ワ ーク の形成を促進

する 。  

・ 平常時・ 災害時を問わない安定し た人・ モノ の流れを確保する ための災害に強い

道路ネッ ト ワ ーク の構築を目指す。  

・ 広域通過交通と 地域内交通と の分離を図り 、居住地域への通過車両の削減、歩行

者の安全確保の努め、 効率の良い道路ネッ ト ワ ーク の実現を目指す。  

・ 環境負荷の問題を考慮し つつ、公共輸送機関の活用を図り 、各種交通機関の適正

な機能分担の下に総合的な体系化を図り 、 こ れに合わせた交通施設の整備に努

める 。  

・ 交通結節点の周辺においては、地域のニーズに応じ 市町と 連携し てシェ アサイ ク

-66-



20 

 

ルのサイ ク ルポート の設置を 促進し 、 公共交通と の連携によ る 利便性の向上等

を図り 、自転車の利用促進と 都市内交通の円滑化、渋滞解消によ る 環境負荷の低

減を図る 。  

・ 市街地において歩行者や自転車が安全で快適に通行でき る 空間の創出のため、歩

道のバリ アフ リ ー化や自転車走行空間の整備を推進し 、 ウ ォ ーカブルな都市空

間整備に努める 。  

・ 自動運転等の技術などの新たなニーズにも 的確に対応し 、よ り 利便性・ 持続可能

性の高い公共交通の再構築を図る 。  

・ 道路等の都市交通施設について、コ ンパク ト で効率的な都市構造の構築に即し た

適正な配置のも と 計画的な整備を 推進する と と も に、 適切な維持管理と 長寿命

化等によ る 持続可能なメ ンテナンス サイ ク ルの構築を図る 。  

・ 長期未着手の都市計画道路は、社会情勢等の変化を踏ま えて必要性や既存道路に

よ る 機能代替の可能性等を検証し 、 見直し を行う 。  

 

イ ． 整備水準の目標 

・ 交通体系の整備の方針に基づき 、公共交通機関の充実、道路体系の整備に努める 。 

・ 都市計画道路については、 引き 続き 、 交通体系の整備の方針に基づき 、 地域の実

情に応じ て効率的に整備を進める 。  

 

②下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

ア． 下水道及び河川の整備の方針 

・ 本圏域では、流域別下水道整備総合計画等の各種計画に基づいて、今後の市街化

の進展や土地利用動向等に対応し 、公共用水域の水質保全、生活環境の改善を図

り 、 健全で安全な都市環境の確保に努める 。 市街地においては、 浸水対策の推進

や地域の特性に応じ た効率的・ 効果的な公共下水道等の整備を 進めていく と と

も に、 老朽化し た施設の急増や大規模地震への備えなど の様々な課題に対応す

べく 、 計画的な維持管理や整備を進めていく 。  

・ 河川改修や調節池整備を推進する と と も に、流域における 雨水貯留浸透施設の設

置など 、 流域治水と し ての取組を進めていく 。  

・ 新市街地の整備にあたっては、地区の有する 従来の保水遊水機能に配慮し 、雨水

貯留浸透施設の設置等の流出抑制策を講じ 、 河川に対する 流出量の軽減や流水

の正常な機能の維持に努める 。  

 

イ ． 整備水準の目標 

・ 汚水処理施設については「 千葉県全県域汚水適正処理構想」 に基づき 施設の整備

を進める 。  

・ 本圏域の河川の整備水準は、河川ごと に定めら れる 計画規模に基づく も のと する 。 

 

③その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

円滑な都市活動を確保する ため、既存施設の長寿命化を図り つつ、新たな都市施

設の整備にあたっては、循環型社会の形成や持続可能性の観点を念頭に、広域的な

連携も 検討し 、 整備を進める 。  
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（ ４ ） 市街地開発事業に関する 主要な都市計画の決定の方針 

・ 鉄道駅周辺やバス タ ーミ ナル周辺、成田空港周辺地域など においては、市街地再

開発事業や土地区画整理事業等によ り 、 良好な住宅地整備や商業・ 業務、 産業、

観光等の地域振興に寄与する 土地利用の誘導など 、都市構造の集約化・ 合理化を

図る 。  

・ イ ンタ ーチェ ンジ周辺や幹線道路沿線などにおいては、農林漁業と の健全な調和

を図り つつ、 土地区画整理事業等によ り 、 商業・ 業務、 産業、 観光等の地域振興

に寄与する 土地利用の誘導を図る など、 計画的な市街地整備を検討する 。  

 

（ ５ ） 自然的環境の整備又は保全に関する 主要な都市計画の決定の方針 

①基本方針 

本圏域は、 東京への通勤圏であり ながら 、 利根川、 手賀沼、 印旛沼など の豊かな

水辺空間が残さ れた地域と なっており 、 手賀沼・ 印旛沼周辺は、 県立印旛手賀自然

公園に指定さ れている 。 ま た、 住民に身近な自然的環境と し て、 北総花の丘公園、

印旛沼公園など の都市公園が整備さ れている 。  

こ う し た利根川、 手賀沼、 印旛沼など の豊かな水辺空間や都市緑地等は、 ゆと り

や潤いを与える 資源と し て保全・ 活用し 、 都市公園の整備等を推進する こ と で、 自

然的環境を生かし た緑と 水辺のネッ ト ワ ーク を形成する こ と を基本方針と する 。  

 

②主要な緑地の配置の方針 

・ 樹林地や手賀沼、 印旛沼の水辺空間等は、 多様な動植物の生息・ 生育環境やカー

ボンニュ ート ラ ルに寄与する 貴重な緑地・ 水辺と し て保全・ 活用する 。  

・ 公園・ 緑地は、 雨水の貯留浸透機能、 延焼防止機能、 急斜面の崩壊防止機能及び

災害時の一時避難地と し ての機能を有し ている こ と から 、 都市の防災性の向上

を図る ため、 地域特性に応じ て、 適切に配置する 。  

・ 公園・ 緑地は、 地域の実情を踏ま え、 適切に配置し 、 多様なレク リ エーショ ン需

要に対応する ため、 公園施設の維持・ 充実を図る 。  

 

③実現のための具体の都市計画制度の方針 

・ 都市公園など の施設緑地や風致地区、 生産緑地地区など の地域制緑地を都市計画に

位置付け、 その整備・ 保全を促進する 。   
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表 拠点・ ゾ ーン の区分 

区分 位置付け・ 考え方 

広域拠点 

新たな産業・ 地域づく り を 推進する こ と によ り 、 本県経済を けん引し ていく

こ と が期待さ れる 地域（ 柏の葉、 北千葉道路沿線、 幕張新都心、 成田空港   

周辺、 アク アラ イ ン着岸地・ かずさ アカデミ アパーク 周辺）  

中枢拠点 
高次都市機能や広域交通機能の集積を生かし ながら 、 経済、 産業など の広域

的・ 中枢的な役割を 担う 地域（ 県都千葉市の中心部）  

地域拠点 
各市域における 代表的な拠点と し て、 居住や都市機能等の集積を 図る 地域 

（ 鉄道駅、 バス タ ーミ ナル、 役場周辺）  

産業立地誘導を

図る ゾ ーン 

産業立地のポテン シャ ルの高いイ ン タ ーチェ ン ジ周辺や千葉港、 木更津港 

周辺の区域 

観光誘導ゾ ーン 国定公園や自然公園区域に指定さ れている 海辺・ 川辺沿いの区域 
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